
号

外

三�
平

成
二
十
六
年
十
二
月

一

日

目

次

告

示

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を

す
る
職
員
が
携
帯
す
る
身
分
証
明
書
の
様
式

(

県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
が
携
帯
す
る
身
分
証

明
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任

等
に
関
す
る
政
令(

平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
八
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
よ
う
に
定
め

る
。な

お
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
が
携
帯
す
る

身
分
証
明
書
の
様
式(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号
の
二)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日



身
分

証
明

書

写
真

番
号
第

号
発
行
日

年
月

日
有
効
期
限

年
月

日

所
属

氏
名

生
年
月
日

年
月

日

上
記
の
者
は
､
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
(昭
和
37年

法
律
第
134号

)
第
９
条

第
１
項
及
び
第
12条
第
11項
の
規
定
に
よ
り
､
立
入
検
査
を
す
る
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
｡

岐
阜
県
知
事

印□

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
(抜
す
い
)

(報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
)

第
９
条
内
閣
総
理
大
臣
は
､
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

勧
告
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
当
該
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
そ
の

事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
､
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
て
報
告
を

さ
せ
､
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
､
又
は
そ
の
職
員
に
､
当
該
事

業
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
､
事
業
所
そ

の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
､
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
､
若
し

く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
､
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
､

関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
､
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
｡

(権
限
の
委
任
等
)

第
12条

内
閣
総
理
大
臣
は
､
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
(政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
｡)
を

消
費
者
庁
長
官
に
委
任
す
る
｡

２
～
10
(略
)

11
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
､

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(罰
則
)

第
17条

第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
を
せ
ず
､
若
し
く
は
虚

偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
を
し
､
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
､

妨
げ
､
若
し
く
は
忌
避
し
､
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
､

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
､
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
300万

円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
｡

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
12条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る

政
令
(抜
す
い
)

(都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
)

第
10条

法
第
12条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事

務
の
う
ち
､
法
第
４
条
第
２
項
､
第
６
条
及
び
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
属
す

る
事
務
(同
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
あ
っ
て
は
､
法
第
６
条
の
規
定
に
よ

る
命
令
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
｡)
は
､
不
当
な

景
品
類
の
提
供
又
は
表
示
が
さ
れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
｡
(た
だ
し
書
略
)

２
・
３
(略
)

(表
)

(裏
)
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